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別
紙
１
「
新
旧
対
照
表
」

○
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
が
そ
の
業
務
に
関
し
て
請
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
報
酬
の
基
準
（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
告
示
第
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
四

直
接
人
件
費
等
に
関
す
る
略
算
方
法
に
よ
る
算
定

第
四

直
接
人
件
費
等
に
関
す
る
略
算
方
法
に
よ
る
算
定

業
務
経
費
の
う
ち
直
接
人
件
費
並
び
に
直
接
経
費
及
び
間
接
経
費
の
合
計
額
の

業
務
経
費
の
う
ち
直
接
人
件
費
並
び
に
直
接
経
費
及
び
間
接
経
費
の
合
計
額
の

算
定
に
つ
い
て
は
、
第
二
の
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
イ
又
は
ロ
に

算
定
に
つ
い
て
は
、
第
二
の
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
イ
又
は
ロ
に

定
め
る
算
定
方
法
を
標
準
と
し
た
略
算
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

定
め
る
算
定
方
法
を
標
準
と
し
た
略
算
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

。
た
だ
し
、
建
築
物
の
床
面
積
の
合
計
が
、
別
添
二
に
掲
げ
る
建
築
物
の
類
型
ご

。
た
だ
し
、
建
築
物
の
床
面
積
の
合
計
が
、
別
添
二
に
掲
げ
る
建
築
物
の
類
型
ご

と
に
別
添
三
に
掲
げ
る
床
面
積
の
合
計
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
う
ち
の
最
も
小
さ
い

と
に
別
添
三
に
掲
げ
る
床
面
積
の
合
計
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
う
ち
の
最
も
小
さ
い

値
を
下
回
る
建
築
物
又
は
最
も
大
き
い
値
を
上
回
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

値
を
下
回
る
建
築
物
又
は
最
も
大
き
い
値
を
上
回
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

略
算
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

略
算
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

イ

直
接
人
件
費

イ

直
接
人
件
費

設
計
等
の
業
務
で
そ
の
内
容
が
別
添
一
に
掲
げ
る
標
準
業
務
内
容
で
あ
る
も

設
計
等
の
業
務
で
そ
の
内
容
が
別
添
一
に
掲
げ
る
標
準
業
務
内
容
で
あ
る
も

の
に
係
る
直
接
人
件
費
の
算
定
は
、
別
添
二
に
掲
げ
る
建
築
物
の
類
型
に
応
じ

の
に
係
る
直
接
人
件
費
の
算
定
は
、
別
添
二
に
掲
げ
る
建
築
物
の
類
型
に
応
じ

て
、
通
常
当
該
業
務
に
従
事
す
る
者
一
人
に
つ
い
て
一
時
間
当
た
り
に
要
す
る

て
、
通
常
当
該
業
務
に
従
事
す
る
者
一
人
に
つ
い
て
一
時
間
当
た
り
に
要
す
る

人
件
費
に
別
添
三
に
掲
げ
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
を
乗
じ
て
算
定
す
る
方
法

人
件
費
に
別
添
三
に
掲
げ
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
を
乗
じ
て
算
定
す
る
方
法

ロ

直
接
経
費
及
び
間
接
経
費
の
合
計
額

ロ

直
接
経
費
及
び
間
接
経
費
の
合
計
額

直
接
経
費
及
び
間
接
経
費
の
合
計
額
の
算
定
は
、
直
接
人
件
費
の
額
に
一
・

直
接
経
費
及
び
間
接
経
費
の
合
計
額
の
算
定
は
、
直
接
人
件
費
の
額
に
一
・

一
を
標
準
と
す
る
倍
数
を
乗
じ
て
算
定
す
る
方
法

〇
を
標
準
と
す
る
倍
数
を
乗
じ
て
算
定
す
る
方
法

２

異
な
る
二
以
上
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で
、
別
添
二
に
掲
げ
る
建
築
物
の
類

（
新
設
）

型
の
う
ち
複
数
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
直
接
人
件
費
に
つ
い
て
は
、
前
項
イ
に

定
め
る
算
定
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
、
各
用
途
ご
と
の
当
該
用
途
に
供
す
る

部
分
の
床
面
積
の
合
計
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。

３

第
一
項
イ
に
定
め
る
算
定
方
法
に
お
い
て
、
標
準
業
務
内
容
の
う
ち
一
部
の
業

２

前
項
イ
に
定
め
る
算
定
方
法
に
お
い
て
、
標
準
業
務
内
容
の
う
ち
一
部
の
業
務
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務
の
み
行
う
場
合
は
、
別
添
三
に
掲
げ
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
か
ら
行
わ
れ
な

の
み
行
う
場
合
は
、
別
添
三
に
掲
げ
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
か
ら
行
わ
れ
な
い

い
業
務
に
対
応
し
た
業
務
人
・
時
間
数
を
削
減
す
る
こ
と
に
よ
り
算
定
す
る
も
の

業
務
に
対
応
し
た
業
務
人
・
時
間
数
を
削
減
す
る
こ
と
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と

と
す
る
。

す
る
。

４

第
一
項
イ
に
定
め
る
算
定
方
法
に
お
い
て
、
別
添
四
に
掲
げ
る
業
務
内
容
な
ど

３

第
一
項
イ
に
定
め
る
算
定
方
法
に
お
い
て
、
別
添
四
に
掲
げ
る
業
務
内
容
な
ど

標
準
業
務
内
容
に
含
ま
れ
な
い
追
加
的
な
業
務
を
行
う
場
合
は
、
別
添
三
に
掲
げ

標
準
業
務
内
容
に
含
ま
れ
な
い
追
加
的
な
業
務
を
行
う
場
合
は
、
別
添
三
に
掲
げ

る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
に
当
該
業
務
に
対
応
し
た
業
務
人
・
時
間
数
を
付
加
す

る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
に
当
該
業
務
に
対
応
し
た
業
務
人
・
時
間
数
を
付
加
す

る
こ
と
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

る
こ
と
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

５

第
一
項
ロ
に
定
め
る
算
定
方
法
に
お
い
て
、
直
接
経
費
及
び
間
接
経
費
が
通
常

４

第
一
項
ロ
に
定
め
る
算
定
方
法
に
お
い
て
、
直
接
経
費
及
び
間
接
経
費
が
通
常

の
場
合
に
比
べ
著
し
く
異
な
る
場
合
は
、
乗
ず
る
倍
数
を
調
整
す
る
こ
と
に
よ
り

の
場
合
に
比
べ
著
し
く
異
な
る
場
合
は
、
乗
ず
る
倍
数
を
調
整
す
る
こ
と
に
よ
り

算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（

）

（

）

別
添
一

略
別
添
一

略

別
添
二

別
添
二

建
築

物
の

用
途

等
建

築
物

の
用

途
等

建
築
物
の
類
型

建
築
物
の
類
型

第
１
類

標
準
的
な
も
の

第
２
類

複
雑
な
設
計
等

第
１
類

標
準
的
な
も
の

第
２
類

複
雑
な
設
計
等

（

）

（

（

）

（

）

）

を
必
要
と
す
る
も
の

を
必
要
と
す
る
も
の

（

）

（

）

略
略

六
共
同
住
宅

公
営
住
宅

社
宅

共
同
住

－
六

共
同
住
宅

公
営
住
宅

社
宅

賃
貸
共

分
譲
共
同
住
宅
等

、
、

、
、

宅
寄
宿
舎
等

同
住
宅

寄
宿
舎
等

、
、

（

）

（

）

略
略

十
一

福
祉
・

保
育
園

老
人
ホ

ム
老

－
十
一

福
祉
・

保
育
園

老
人
ホ

ム
老

多
機
能
福
祉
施
設
等

、
ー

、
、

ー
、

厚
生
施
設

人
保
健
施
設

リ
ハ
ビ
リ
セ

厚
生
施
設

人
保
健
施
設

リ
ハ
ビ
リ
セ

、
、

ン
タ

多
機
能
福
祉
施
設

ン
タ

等
ー
、

ー
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等

（

）

（

）

略
略

（

）

（

）

（

）

（

）

注
略

注
略

別
添
三

別
添
三

１
別
添
一
第
１
項
に
掲
げ
る
業
務
内
容
に
係
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
は

別
添
１

別
添
一
第
１
項
に
掲
げ
る
業
務
内
容
に
係
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
は

別
添

、
、

二
に
掲
げ
る
建
築
物
の
類
型
ご
と
に

別
表
第
１
の
１
か
ら
別
表
第

ま
で
の
表

二
に
掲
げ
る
建
築
物
の
類
型
ご
と
に

別
表
第
１
の
１
か
ら
別
表
第

ま
で
の
表

1
5

1
5

、
、

の
㈠
設
計
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

の
㈠
設
計
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

。
。

２
別
添
一
第
２
項
に
掲
げ
る
業
務
内
容
に
係
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
は

別
添
２

別
添
一
第
２
項
に
掲
げ
る
業
務
内
容
に
係
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
は

別
添

、
、

二
に
掲
げ
る
建
築
物
の
類
型
ご
と
に

別
表
第
１
の
１
か
ら
別
表
第

ま
で
の
表

二
に
掲
げ
る
建
築
物
の
類
型
ご
と
に

別
表
第
１
の
１
か
ら
別
表
第

ま
で
の
表

1
5

1
5

、
、

の
㈡
工
事
監
理
等
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

の
㈡
工
事
監
理
等
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

。
。

３
別
表
第
１
の
１
か
ら
別
表
第

ま
で
の
表
に
お
い
て

総
合
の
欄
に
掲
げ
る
標
３

次
に
掲
げ
る
表
に
お
い
て

総
合
の
欄
に
掲
げ
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
は

1
5

、
、

、

準
業
務
人
・
時
間
数
は

㈠
設
計
の
欄
に
お
い
て
は
別
添
一
第
１
項
第
一
号
ロ
及

㈠
設
計
の
欄
に
お
い
て
は
別
添
一
第
１
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
の
各
表
の

、

び
第
二
号
ロ
の
各
表
の

総
合
の
欄
に
掲
げ
る
成
果
図
書
に
係
る
標
準
業
務
人

総
合
の
欄
に
掲
げ
る
成
果
図
書
に
係
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
と

㈡
工
事

(
1
)

(
1
)

、

・
時
間
数
と

㈡
工
事
監
理
等
の
欄
に
お
い
て
は
別
添
一
第
１
項
第
二
号
ロ
の
各

監
理
等
の
欄
に
お
い
て
は
別
添
一
第
１
項
第
二
号
ロ
の
各
表
の

総
合
の
欄
に

(
1
)

、

表
の

総
合
の
欄
に
掲
げ
る
成
果
図
書
に
係
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
と
す
る

掲
げ
る
成
果
図
書
に
係
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
と
す
る

(
1
)

。

た
だ
し

建
築
物
が
次
の
表
の
い
建
築
物
の
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
い
ず
れ

（

）

。
、

か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は

㈠
設
計
に
つ
い
て
は
同
表
ろ
設
計
の
欄
に

（

）

、

掲
げ
る
倍
数
を

該
当
す
る
業
務
人
・
時
間
数
に
乗
じ
た
も
の
を
標
準
業
務
人
・

、

時
間
と
す
る
。

（

）

新
設

い
建
築
物

ろ
設
計

（

）

（

）

特
殊
な
敷
地
上
の
建
築
物

１
０
５

．

木
造
の
建
築
物

小
規
模
な
も
の
を
除
く

１
３
５

（

）

。
．
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４
別
表
第
１
の
１
か
ら
別
表
第

ま
で
の
表
に
お
い
て

構
造
の
欄
に
掲
げ
る
標
４

次
に
掲
げ
る
表
に
お
い
て

構
造
の
欄
に
掲
げ
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
は

1
5

、
、

、

準
業
務
人
・
時
間
数
は

㈠
設
計
の
欄
に
お
い
て
は
別
添
一
第
１
項
第
一
号
ロ
及

㈠
設
計
の
欄
に
お
い
て
は
別
添
一
第
１
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
の
各
表
の

、

び
第
二
号
ロ
の
各
表
の

構
造
の
欄
に
掲
げ
る
成
果
図
書
に
係
る
標
準
業
務
人

構
造
の
欄
に
掲
げ
る
成
果
図
書
に
係
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
と

㈡
工
事

(
2
)

(
2
)

、

・
時
間
数
と

㈡
工
事
監
理
等
の
欄
に
お
い
て
は
別
添
一
第
１
項
第
二
号
ロ
の
各

監
理
等
の
欄
に
お
い
て
は
別
添
一
第
１
項
第
二
号
ロ
の
各
表
の

構
造
の
欄
に

(
2
)

、

表
の

構
造
の
欄
に
掲
げ
る
成
果
図
書
に
係
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
と
す
る

掲
げ
る
成
果
図
書
に
係
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
と
す
る

た
だ
し

平
面
及
び

(
2
)

。
、

た
だ
し

建
築
物
が
次
の
表
の
い
建
築
物
の
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
い
ず
れ

立
面
が
不
整
形
で
あ
る
な
ど
特
殊
な
形
状
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
１

３
軟
弱

（

）

。
、

．
、

か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は

㈠
設
計
に
あ
っ
て
は
同
表
ろ
設
計
の
欄
に

な
地
盤
で
あ
る
な
ど
特
殊
な
敷
地
上
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
１

２
特
殊
な
敷

（

）

、
．

、

掲
げ
る
倍
数
を

㈡
工
事
監
理
等
に
あ
っ
て
は
同
表
は
工
事
監
理
等
の
欄
に
掲

地
上
の
特
殊
な
形
状
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
１

４
を
標
準
と
す
る
倍
数
を

そ

（

）

、
．

、

げ
る
倍
数
を
そ
れ
ぞ
れ

該
当
す
る
業
務
人
・
時
間
数
に
乗
じ
た
も
の
を
標
準
業

れ
ぞ
れ
該
当
す
る
業
務
人
・
時
間
数
に
乗
じ
た
も
の
を
標
準
業
務
人
・
時
間
数
と

、

務
人
・
時
間
と
す
る

す
る

。
。

（

）

新
設

い
建
築
物

ろ
設
計

は
工
事
監
理

（

）

（

）

（

）

等

特
殊
な
形
状
の
建
築
物

１
１
５

１
２
５

．
．

特
殊
な
敷
地
上
の
建
築
物

１
１
５

１
２
０

．
．

特
殊
な
解
析

性
能
検
証
等
を
要
す
る

１
１
５

１
１
０

、
．

．

建
築
物

特
殊
な
構
造
の
建
築
物

国
土
交
通
大

１
５
０

－

（

．

）

臣
の
認
定
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。

免
震
建
築
物

国
土
交
通
大
臣
の
認
定

１
３
０

１
０
５

（

．
．

）

を
要
す
る
も
の
を
除
く
。

木
造
の
建
築
物

小
規
模
な
も
の
を
除

１
６
５

１
４
０

（

．
．

）

く
。
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５
別
表
第
１
の
１
か
ら
別
表
第

ま
で
の
表
に
お
い
て

設
備
の
欄
に
掲
げ
る
標
５

次
に
掲
げ
る
表
に
お
い
て

設
備
の
欄
に
掲
げ
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
は

1
5

、
、

、

準
業
務
人
・
時
間
数
は

㈠
設
計
の
欄
に
お
い
て
は
別
添
一
第
１
項
第
一
号
ロ
及

㈠
設
計
の
欄
に
お
い
て
は
別
添
一
第
１
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
の
各
表
の

、

び
第
二
号
ロ
の
各
表
の

設
備
の
欄
に
掲
げ
る
成
果
図
書
に
係
る
標
準
業
務
人

設
備
の
欄
に
掲
げ
る
成
果
図
書
に
係
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
と

㈡
工
事

(
3
)

(
3
)

、

・
時
間
数
と

㈡
工
事
監
理
等
の
欄
に
お
い
て
は
別
添
一
第
１
項
第
二
号
ロ
の
各

監
理
等
の
欄
に
お
い
て
は
別
添
一
第
１
項
第
二
号
ロ
の
各
表
の

設
備
の
欄
に

(
3
)

、

表
の

設
備
の
欄
に
掲
げ
る
成
果
図
書
に
係
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
と
す
る

掲
げ
る
成
果
図
書
に
係
る
標
準
業
務
人
・
時
間
数
と
す
る

た
だ
し

中
央
管
理

(
3
)

。
、

た
だ
し

建
築
物
が
次
の
表
の
い
建
築
物
の
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
い
ず
れ

方
式
の
空
気
調
和
設
備

ス
プ
リ
ン
ク
ラ

設
備
等
の
自
動
式
の
消
火
設
備
な
ど

（

）

。
、

、
ー

か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は

㈠
設
計
に
あ
っ
て
は
同
表
ろ
設
計
の
欄
に

の
機
能
水
準
が
高
い
設
備
が
設
け
ら
れ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は

１
４
を
標
準

（

）

、
、

．

掲
げ
る
倍
数
を

㈡
工
事
監
理
等
に
あ
っ
て
は
同
表
は
工
事
監
理
等
の
欄
に
掲

と
す
る
倍
数
を
該
当
す
る
業
務
人
・
時
間
数
に
乗
じ
た
も
の
を
標
準
業
務
人
・
時

（

）

、

げ
る
倍
数
を
そ
れ
ぞ
れ

該
当
す
る
業
務
人
・
時
間
数
に
乗
じ
た
も
の
を
標
準
業

間
数
と
す
る

、
。

務
人
・
時
間
と
す
る
。

（

）

新
設

い
建
築
物

ろ
設
計

は
工
事
監
理

（

）

（

）

（

）

等

特
殊
な
形
状
の
建
築
物

－
１

３
５

．

特
殊
な
敷
地
上
の
建
築
物

１
５
５

１
５
０

．
．

特
別
な
性
能
を
有
す
る
設
備
が
設
け
ら

１
２
５

１
４
５

．
．

れ
る
建
築
物

６
別
表
第
１
の
１
か
ら
別
表
第

ま
で
の
表
に
お
い
て

標
準
業
務
人
・
時
間
数
６

次
に
掲
げ
る
表
に
お
い
て

標
準
業
務
人
・
時
間
数
は

一
級
建
築
士
と
し
て

1
5

、
、

、

は
一
級
建
築
士
と
し
て
２
年
又
は
二
級
建
築
士
と
し
て
７
年
の
建
築
に
関
す
る

２
年
又
は
二
級
建
築
士
と
し
て
７
年
の
建
築
に
関
す
る
業
務
経
験
を
有
す
る
者
が

、

業
務
経
験
を
有
す
る
者
が
設
計
又
は
工
事
監
理
等
を
行
う
た
め
に
必
要
な
業
務
人

設
計
又
は
工
事
監
理
等
を
行
う
た
め
に
必
要
な
業
務
人
・
時
間
数
の
標
準
を
示
し

・
時
間
数
の
標
準
を
示
し
た
も
の
で
あ
る

た
も
の
で
あ
る

。
。

７
別
表
第
１
の
１
か
ら
別
表
第

ま
で
の
表
に
お
い
て

床
面
積
の
算
定
は

建
７

次
に
掲
げ
る
表
に
お
い
て

床
面
積
の
算
定
は

建
築
物
の
各
階
又
は
そ
の
一

1
5

、
、

、
、

築
物
の
各
階
又
は
そ
の
一
部
で
壁
そ
の
他
の
区
画
の
中
心
線
で
囲
ま
れ
た
部
分
の

部
で
壁
そ
の
他
の
区
画
の
中
心
線
で
囲
ま
れ
た
部
分
の
水
平
投
影
面
積
に
よ
る
も

水
平
投
影
面
積
に
よ
る
も
の
と
す
る

の
と
す
る

。
。
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1
5

（

「

」

）

1
5

（

「

」

）

別
表
第
１
の
１

別
表
第

別
紙
２

略
算
表

参
照

別
表
第
１
の
１

別
表
第

別
紙
２

略
算
表

参
照

～
～

別
添
四

別
添
四

設
計
受
託
契
約
に
基
づ
く
別
添
一
第
１
項
に
掲
げ
る
設
計
に
関
す
る
標
準
業
務
に
１

設
計
に
関
す
る
標
準
業
務
に
附
随
す
る
標
準
外
の
業
務

．

付
随
し
て
実
施
さ
れ
る
業
務
並
び
に
工
事
監
理
受
託
契
約
に
基
づ
く
別
添
一
第
２
項

設
計
受
託
契
約
に
基
づ
き

別
添
一
第
１
項
に
掲
げ
る
設
計
に
関
す
る
標
準
業

、

に
掲
げ
る
工
事
監
理
に
関
す
る
標
準
業
務
及
び
そ
の
他
の
標
準
業
務
に
付
随
し
て
実

務
に
附
随
し
て
実
施
さ
れ
る
業
務
は

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

、
。

施
さ
れ
る
業
務
は

次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
業
務
と
す
る

一
住
宅
の
品
質
の
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る

、
。

１
建
築
物
の
設
計
の
た
め
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
事
業
計
画
に
係
る
調
査
及
び

住
宅
性
能
評
価
に
係
る
業
務

．検
討
並
び
に
報
告
書
の
作
成
等
の
業
務

二
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
第

条
第
１
項
に

1
2

ー

２
建
築
基
準
関
係
規
定
そ
の
他
の
法
令
又
は
条
例
に
基
づ
く
許
認
可
等
に
関
す
る

規
定
す
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
適
合
性
判
定
に
係
る
業
務

同
法
第

．
ー

、

業
務

条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
届
出
に
係
る
業
務
及
び
同

1
9

３
建
築
物
の
立
地

規
模
又
は
事
業
の
特
性
に
よ
り
必
要
と
な
る
許
認
可
等
に
関

法
第

条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
向
上
計
画
の
認

2
9

．
、

ー

す
る
業
務

定
に
係
る
業
務

４
評
価

調
整

調
査

分
析

検
討

技
術
開
発
又
は
協
議
等
に
関
す
る
業
務

三
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

条
第
１
項
に
規
定
す
る
低
炭

5
3

．
、

、
、

、
、

で
次
に
掲
げ
る
も
の

素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
に
係
る
業
務

一
建
築
物
の
防
災
又
は
減
災
に
関
す
る
業
務

四
建
築
物
の
断
熱
性
や
快
適
性
な
ど
建
築
物
の
環
境
性
能
の
総
合
的
な
評
価
手

二
環
境
の
保
全
に
関
す
る
業
務

法
建
築
物
総
合
環
境
性
能
評
価
シ
ス
テ
ム

等
に
よ
る
評
価
に
係
る
業
務

（

）

三
建
築
物
に
よ
る
電
波
の
伝
搬
障
害
の
防
止
に
関
す
る
業
務

標
準
業
務
に
該

五
建
築
物
の
防
災
に
関
す
る
計
画
の
作
成
に
係
る
業
務

（
当
し
な
い
も
の
に
限
る

六
建
築
主
が
第
三
者
に
有
償
で
委
託
し
た
設
計
の
代
替
案
に
関
す
る
評
価
に
係

）

。

四
建
築
物
の
維
持
管
理
又
は
運
営
等
に
係
る
収
益
又
は
費
用
の
算
定
等
に
関
す

る
業
務

る
業
務

七
設
計
に
係
る
成
果
図
書
に
基
づ
く
詳
細
工
事
費
の
算
定
に
係
る
業
務

五
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
等
の
評
価
等
に
関
す
る
業
務

八
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律

平
成
二
十
年
法
律
第
八
十

（

六
法
令
等
に
基
づ
く
認
定
若
し
く
は
評
価
等
又
は
補
助
制
度
の
活
用
に
関
す
る

七
号

第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
住
宅
の
建
築
及
び
維

）

業
務

持
保
全
に
関
す
る
計
画
の
作
成
に
係
る
業
務

七
特
別
な
成
果
物
の
作
成
に
関
す
る
業
務

２
工
事
監
理
に
関
す
る
標
準
業
務
及
び
そ
の
他
の
標
準
業
務
に
附
随
す
る
標
準
外

．

八
建
築
主
以
外
の
第
三
者
に
対
す
る
説
明
に
関
す
る
業
務

の
業
務

九
建
築
物
の
維
持
管
理
又
は
運
営
等
の
支
援
に
関
す
る
業
務

工
事
監
理
受
託
契
約
に
基
づ
き

別
添
一
第
２
項
に
掲
げ
る
工
事
監
理
に
関
す

、

十
施
工
費
用
の
検
討
及
び
算
定
等
に
関
す
る
業
務

る
標
準
業
務
及
び
そ
の
他
の
標
準
業
務
に
附
随
し
て
実
施
さ
れ
る
業
務
は

次
に

、

十
一

施
工
又
は
発
注
の
支
援
に
関
す
る
業
務

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

十
二

設
計
の
変
更
に
伴
い
発
生
す
る
業
務

一
住
宅
の
品
質
の
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
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十
三

そ
の
他
建
築
物
の
計
画
に
付
随
す
る
業
務

住
宅
性
能
評
価
に
係
る
業
務

二
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
第

条
第
１
項
に

1
2

ー

規
定
す
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
適
合
性
判
定
に
係
る
業
務
及
び
同
法

ー

第
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定

2
9

ー

に
係
る
業
務

三
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

条
第
１
項
に
規
定
す
る
低
炭

5
3

素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
に
係
る
業
務

四
建
築
物
の
断
熱
性
や
快
適
性
な
ど
建
築
物
の
環
境
性
能
の
総
合
的
な
評
価
手

法
建
築
物
総
合
環
境
性
能
評
価
シ
ス
テ
ム

等
に
よ
る
評
価
に
係
る
業
務

（

）

五
建
築
主
と
工
事
施
工
者
の
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
関
す
る
協
力
に
係
る
業

務


